
　
長
い
間
、
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
ご

尽
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
飯
田
和
雄
氏

の
後
任
と
し
て
、
飯
合
正
和
氏
が
平
成

22
年
７
月
１
日
付
け
で
法
務
大
臣
か
ら

委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
現
委
員
で

あ
る
池
上
眞
人
氏
も
同
日
付
け
で
再
任

さ
れ
ま
し
た
。

　
本
町
で
は
、
毎
月
第
２
金
曜
日
、
午

後
１
時
30
分
か
ら
午
後
３
時
ま
で
、
予

約
制
で
役
場
に
お
い
て
町
民
相
談
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
人
権
等
で
困
っ
て
い

る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
な
お
、
電
話
で
の

ご
相
談
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

・
池
上
　
眞
人
（
　
○72

３
１
９
２
）

・
高
木
　
富
子
（
　
○72

３
５
２
２
）

・
飯
合
　
正
和
（
　
○72

３
３
４
３
）

　
お
互
い
に
人
権
を
守
り
明
る
い
社
会

を
つ
く
る
こ
と
が
私
た
ち
の
願
い
で
す
。

　
平
田
公
佐
前
共
済
組
合
理
事
の
後
任

と
し
て
６
月
１
日
付
け
で
、
香
取
農
業
共

済
組
合
推
薦
に
よ
り
椿
貫
治
理
事（
毛
成
）

が
神
崎
町
農
業
委
員
に
就
任
し
ま
し
た
。

　
毛
成
地
区
の
営
農
組
織
Ｋ
Ｒ
Ｃ
２
０

０
０
で
活
躍
し
て
い
る
椿
氏
は
、
前
農

業
委
員
と
し
て
実
績
も
あ
り
、
誇
り
と

意
欲
を
も
っ
て
町
農
業
発
展
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

　
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
明
る
い

未
来
を
保
障
す
る
状
況
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

　
身
近
な
農
家
の
相
談
や
農
地
の
貸
借

等
農
業
に
お
け
る
様
々
な
農
地
行
政
に

お
い
て
、
椿
氏
の
豊
富
な
知
識
と
経
験

が
発
揮
さ
れ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
ま
す
。

　人権擁護委員は、市町村の区域で人権擁護

活動を行う、法務大臣から委嘱された民間の

人たちです。この制度は、地域住民から人格

見識の優れた人たちを選び、その協力を得て、

国民の日常生活の中での人権尊重思想の普及

高揚を図るとともに、人権侵害による被害者

を救済し、人権を擁護していくという考えか

ら設けられたもので、諸外国にはその例を見

ないものです。

　人権擁護委員は、人権擁護に理解のある様々

な職業分野から選ばれ、平成22年４月１日現

在で、全国で約１４，０００名（うち女性委員

が約５，９００名）の方が法務局・地方法務局

の職員とともに、人権相談、人権啓発活動を

行っています。

　神崎町での人権相談は、広報裏表紙をご覧

になってください。

　香取人権擁護委員協議会及び千葉地方法

務局香取支局では、下記の日程で子どもの

悩みごと何でも人権相談を開催します。不

登校・友達関係・いじめ・体罰など、一人

で悩んでいないで気軽に相談してみませんか。

相談された方の秘密は堅く守ります。

☆日　時　８月６日○金　10：00～12：00

☆場　所　香取市佐原中央公民館

　　　　　２階第１研修室

☆対応者　人権擁護委員、法務局職員

☆お問い合わせ先　法務局香取支局

　　　　　　　　　　○52３３９１

　なお、相談は平日も法務局で受け付けて

いますのでご連絡ください。


